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概要 

知財ライセンス業務は、生成 AI と AI エージェントの導入により、2025 年を転換点として「人間

が作業する時代」から「人間が AI を指揮する時代」へと急速に移行しつつある。契約書レビュー

に要する時間は最大 90%削減され 1、特許分析は数分で完了し、自律的に契約交渉を遂行する AI

エージェントも実用化されている 2。しかし、専門的法律 AI ツールでさえ 17〜34%のハルシネー

ション率が報告されており 3、機密情報漏洩や法的責任の曖昧さという根本課題は未解決のままで

ある。日本では 2025 年 9 月の AI 推進法施行を契機に制度整備が進み 4、LegalForce や MNTSQ

など国産ツールがライセンス契約レビューに対応し始めているが 5、ライセンス業務に特化した

AI 活用は欧米に比べて発展途上にある。本レポートでは、2024 年〜2026 年の最新動向を英語・

日本語双方のソースから包括的に整理する。 

1. 生成 AIがライセンス業務の各工程に浸透している 

1.1 ライセンス契約書の作成・レビュー 

ライセンス契約書の作成・レビューは、生成 AI 導入が最も進んでいる領域である。Harvey AI は

2025 年 3 月に知財チーム向け専用ワークフローを公開し、特許ライセンス契約の起草において、

独占性の種類、地域制限、ロイヤリティ構造を事務所の先例に基づいて自動調整する機能を実現

した 6。Luminance は 150 万件超の法的文書で訓練された独自の Legal LLM を搭載し、80 言語以

上に対応した契約レビューを行い、非標準条項の検出とリスクのトラフィックライト分析を提供

する 7。Spellbook は 2,300 種超の契約類型に対するベンチマーク機能を持ち、ライセンス条項の
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市場標準との乖離を可視化する 8。LegalBenchmarks.ai の 2025 年の調査によれば、トップクラス

の AI ツールは契約ドラフトの信頼性が約 73%に達し、人間の弁護士の平均 56.7%を上回った。

ただし、複数情報源の統合や商業的判断が求められるタスクでは依然として人間が優位である。 

1.2 ライセンス対象特許の評価・分析 

PatSnap は 2 億 200 万件超の特許データと独自 LLM「Hiro」を活用し、セマンティック特許検

索、3D 特許ランドスケープ、ライセンス候補の自動特定を実現している 9。標準必須特許

（SEP）の分野では、LexisNexis IPlytics が AI ベースの Semantic Essentiality Score（SES）を提

供し、各特許の規格への必須性を 1〜100 のスコアで予測する 10。SEP 訴訟は 2020 年から 2025

年にかけて 71%増加しており 11、AI によるデータ駆動型の必須性評価が FRAND 交渉の標準的手

法になりつつある。 

1.3 ロイヤリティ算定 

ロイヤリティ算定は、専用 AI ツールが最も発展途上の領域である。IPlytics が FRAND ロイヤリ

ティレンジの推定を、PatSnap がポートフォリオスコアリングと競争ベンチマーキングを提供す

る 10, 12。しかし、ロイヤリティ算定は技術的・市場的要素が複雑に絡む領域であり、AI の出力を

「客観的事実」として扱うリスクへの警戒が必要である。 

1.4 ライセンスポートフォリオ管理 

Ironclad（ARR 2 億ドル超、2025 年 Gartner CLM マジッククアドラント・リーダー）は契約ラ

イフサイクル全体を AI で管理し、更新・期限のアラート、収益予測、リスク分析を自動化してい

る 13。Anaqua の AQX 11 プラットフォームは、AI による特許自動分類（精度 85〜90%）を含む

企業向け IP 管理基盤を提供し、ソニーグループなどが採用している 14。 

2. AIエージェントが自律的なライセンス業務遂行を可能にしつつある 

2025 年は、生成 AI の「副操縦士」から自律的に行動する「AI エージェント」への転換年であ

る。Luminance CEO の Eleanor Lightbody は「2023 年が生成 AI の年なら、2025 年は AI エージ

ェントの年だ」と述べた 15。 
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2.1 Luminanceの自律型契約交渉 

Luminance の「Autonomous Negotiation」は、現時点で最も先進的な自律型契約交渉システムで

ある。契約書の読解・分析、リスク箇所の修正、交渉ワークフローの管理、修正案の送付、相手

方の変更への即時対応までを人間の介入なしに AI 同士で実行する 2。2026 年 3 月にはこの機能を

法務部門以外の営業・調達部門にも開放した。現時点では NDA 等の定型契約が主な対象だが、

ライセンス契約への応用拡大が見込まれる。 

2.2 Harvey AIのワークフローエージェント 

Harvey AI は 2026 年 4 月時点で評価額約 110 億ドルに達し、Am Law 100 事務所の 50%以上が利

用する 16。ワークフローエージェント機能により、契約分析、デューデリジェンス、規制コンプ

ライアンスなど複数ステップのタスクを自律的に計画・実行する。共同創設者の Gabe Pereyra は

「エンジニアリングで起きていることが、まもなく法務でも起こる」と予測した 17。 

2.3 Thomson Reuters CoCounsel Legal 

CoCounsel Legal は 107 カ国・100 万人超の利用者を擁し、「Deep Research」機能では複数の AI

エージェントが協調して多段階の法的調査を自律的に実行する 18。一度に最大 10,000 文書の一括

レビューが可能であり、ライセンスデューデリジェンスへの適用が進んでいる。 

2.4 マルチエージェントシステムの研究開発 

2024 年 12 月に発表された AutoPatent は、プランナー、ライター、エグザミナーの 3 つの LLM

エージェントが協調して平均 17,000 トークンの完全な特許文書を自動生成するフレームワークで

あり、Qwen2.5-7B ベースのシステムが GPT-4o を上回る品質を達成した 19。同年 9 月の

PatExpert は、メタエージェントが特許分類、クレーム生成、要約などの専門エージェントを統合

する Graph RAG ベースのフレームワークである 20。 

Leah（旧 ContractPodAi）は 2025 年 10 月に AgenticOS を発表し、法務・調達・財務にまたがる

ドメイン横断型のエージェントオーケストレーション基盤を構築した 21。Ironclad も同年に AI エ

ージェント群（取込エージェント、レッドラインエージェント、更新エージェント等）をリリー

スし、契約ライフサイクル全体のエージェント化を推進している 22。 
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3. 主要ツールの機能比較 

ツール名 主な特徴 ライセンス業務との適合性 

Harvey AI 知財専用ワークフロー（特許ライセ
ンス起草、クレーム分析）、
LexisNexis 連携 

ライセンス契約起草・先行技術分析に直接対応 

CoCounsel Legal 100 万ユーザー、Deep Research、
10,000 文書一括レビュー 

汎用的だがライセンス DD・契約分析に有効 

Luminance 自律型契約交渉、80 言語対応、
1,000 超の法的概念の自動検出 

定型ライセンスの自動交渉に最適 

Spellbook 2,300 種の契約ベンチマーク、市場
比較機能、ゼロデータ保持 

ライセンス条項の市場標準比較に有効 

Kira Systems 1,400 超のスマートフィールド、IP
分野を明示的にカバー 

IP 関連条項の抽出・分析に特化 

PatSnap 2 億件超の特許 DB、AI「Hiro」、
3D ランドスケープ 

ライセンス候補特許の特定・評価に最適 

IPlytics SEP 必須性スコア（SES）、FRAND
分析、規格貢献度マッピング 

SEP/FRANDライセンス交渉の必須ツール 

Ironclad AI エージェント群、Salesforce 連
携、ARR 2 億ドル超 

CLM 基盤としてライセンスポートフォリオ管理
に有効 

 

4. 課題とリスク 

4.1 ハルシネーション 

法律分野における AI ハルシネーションの問題は深刻化の一途を辿っている。Charlotin AI ハルシ

ネーション事例データベースには、2026 年時点で世界 1,277 件の裁判所事例が登録され、1 日 5

〜6 件のペースで新規事例が報告されている 23。Stanford RegLab/HAI の調査では、Westlaw AI-

Assisted Research でさえ 34%超のハルシネーション率を示し、Lexis+ AI も 17%超の不正確な情

報を生成した 3。ライセンス業務固有のリスクとして、存在しないライセンス先例やロイヤリティ

ベンチマークの捏造、特許クレーム範囲の誤認が挙げられる。 

4.2 機密情報管理 

2025 年の Trinidad v. OpenAI 判決では、ChatGPT の利用中に営業秘密を入力したことで秘密の

法的保護が失われた 24。United States v. Heppner 事件では、「公開 AI で作成された文書は弁護士
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秘匿特権の保護を受けない」という全米初の判断が示された。TermScout の分析によれば、AI 契

約の 92%がサービス提供に必要な範囲を超えるデータ利用権を主張している 25。 

4.3 法的責任 

ABA Formal Opinion 512（2024 年 7 月）は、AI を利用する弁護士の義務として、能力義務、守

秘義務、説明義務、裁判所への誠実義務、監督義務、報酬の合理性の 6 つを明示した 26。米国で

は 30 州以上が AI 固有のガイダンスを発出している 27。AI ベンダーは例外なく出力の間接損害を

免責しており、法的責任は利用者である弁護士・企業が全面的に負う構造となっている。 

4.4 バイアスと FRAND公正性 

AI による特許評価やロイヤリティ算定には、訓練データに内在するバイアスの増幅リスクがあ

る。EU AI 法（高リスクシステム要件の適用開始は 2026 年 8 月）はバイアス是正措置を求め、米

国コロラド州 AI 法（2026 年 6 月施行）は「アルゴリズム差別」防止の合理的注意義務を課す

28。FRAND 料率の決定に AI が関与する場合、その判断過程の説明可能性（Explainability）が今

後の重要課題となる。 

5. 日本における動向 

5.1 法制度・ガイドラインの整備 

2025 年 5 月成立・9 月施行の AI 推進法は、内閣に「AI 戦略本部」を設置し、EU AI 法とは対照

的な「ライトタッチ規制」アプローチを採用した 4。AI 事業者ガイドライン（Ver.1.0：2024 年 4

月、Ver.1.1：2025 年 3 月改訂）は、AI 開発者・提供者・利用者に対し 10 原則に基づく実務チェ

ックリストを提供する 29。知的財産推進計画 2024・2025 は、AI 開発者が権利者に対価を支払っ

て学習データをライセンスする「ライセンス市場の形成」を政策の柱に据えている 30。特許庁の

AI 技術活用アクションプラン（FY2025 改訂）では、特許分類付与とコンセプト検索が実装フェ

ーズに移行した 31。日本弁理士会は 2025 年 4 月に「弁理士業務 AI 利活用ガイドライン」を公表

し、AI の出力に対する善管注意義務を明示した 32。 

5.2 国産リーガルテックツール 
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LegalOn Technologies（旧 LegalForce）は、日本の上場企業の 25%、Fortune 500 企業の 87%が

利用する AI 契約レビュープラットフォームであり、ライセンス契約を含む約 70 種の契約類型に

対応する。2025 年 7 月に Goldman Sachs リードで 5,000 万ドルのシリーズ E を調達し、OpenAI

との戦略的提携により AI エージェント開発を進行中である 5。MNTSQ は長島・大野・常松法律

事務所出身の板谷隆平が設立した CLM プラットフォームであり、独自の ML・NLP による契約

ライフサイクル管理を行う 33。AI Samurai は生成 AI による明細書ドラフト作成を約 3 分で完了す

る「AI Samurai ZERO」を展開している 34。 

5.3 大手日本企業の取り組み 

NTT グループは 2024 年 4 月に AI モデルを用いた発明報酬制度を導入し、過去の特許活用デー

タから発明価値を評価している 35。ソニーは Anaqua AQX プラットフォームを採用し、全事業部

門横断の AI 強化型 IP 管理を実現した 14。トヨタは Toyota IP Solutions を通じて燃料電池・EV 特

許のオープンライセンスを戦略的に推進している 36。 

6. 今後の展望：3層構造の役割分担 

今後のライセンス業務における AI の自動化は、タスクの複雑性と判断の必要度に応じて 3 つの層

に分かれていくと考えられる。 

第 1層：完全自動化が進む定型業務（2025〜2028年）。 NDA・定型ライセンス契約の起草・レ

ビュー・交渉、契約義務の追跡・更新アラート、先行技術調査・分類がこの層に該当する。

Gartner は 2028 年までに企業ソフトウェアの 33%にエージェント型 AI が統合されると予測して

いる 37。 

第 2層：人間が監督し AIが実行するハイブリッド業務。 人間が交渉パラメータを設定し AI が閾

値内で交渉を実行する「半自律交渉」、AI が初稿を作成し人間が検証・修正する「AI 起草・人間

検証」型ワークフローがここに位置づけられる。McKinsey の分析では、法律業務の 44%が技術

的に自動化可能だが、対人スキルが求められる業務は変化が最も小さいとされる 38。 

第 3層：2030年以降も人間が主導する高度判断業務。 複雑・高額案件の戦略的ライセンス交
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渉、新規ディール構造の創造的設計、ポートフォリオ戦略の最終意思決定は、引き続き人間が中

心的な役割を担う。 

法務 AI 市場は 2024 年の 15 億ドルから 2025 年に 30 億ドル超へと倍増し、Grand View Research

は 2030 年に約 39 億ドル（CAGR 17.3%）に達すると予測している 39。一方で Forrester は「AI

ハイプ期間の終焉」を宣言し、計画済み AI 投資の 25%が 2027 年に繰り延べされると警告してお

り 37、期待と現実のギャップへの注視も重要である。 

7. 結論 

知財ライセンス業務における生成 AI・AI エージェントの活用は、「いかに効果的に導入するか」

のフェーズに入っている。Harvey AI、Luminance、CoCounsel Legal などの主要プラットフォー

ムは、ライセンス契約の起草から自律交渉まで業務チェーン全体をカバーしつつある。しかし、

ハルシネーション率 17〜34%は、一語が数億円の価値を左右しうる知財業務において致命的なリ

スクを意味する。Trinidad v. OpenAI 判決や Heppner 判決が示した機密情報漏洩リスク、AI ベン

ダーが一切の法的責任を免責している構造は、慎重なガバナンス設計を要求する。 

日本固有の視点では、「法・技術・契約」の三位一体アプローチによるライセンス市場形成の政

策は先見的であり、イノベーションボックス税制やライトタッチ規制は日本の AI・知財エコシス

テムの競争力を高める可能性がある。一方、ライセンス業務特化型の AI ツール開発は欧米に後れ

をとっており、LegalOn Technologies の OpenAI 連携によるエージェント開発が今後の鍵とな

る。ライセンス実務者に求められる役割は、「契約書を作成する人」から「AI エージェントに方

針を指示し、出力を検証し、戦略的判断を下すオーケストレーター」へと変化する。 
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エグゼクティブサマリー 

知財ライセンス業務における生成 AI・AI エージェントの活用は、2025 年を転換点として急

速に進展している。米国では、Harvey AI、Luminance、CoCounsel Legal 等の専門プラット

フォームが、ライセンス契約の起草から自律型交渉までをカバーし、Am Law 100 事務所の

50%以上が既に AI ツールを導入済みである。一方、日本では、2024 年の民間 AI 投資額が

約 9.3 億ドルと、米国の 1,091 億ドルの約 1/117 にとどまり、スタンフォード AI インデッ

クス 2025 でも世界 12 位という位置づけである。 

本レポートでは、先行レポート「知財ライセンス業務における生成 AI・AI エージェント活

用の現状と課題」の分析をさらに深掘りし、日米の格差の構造的要因を解明した上で、日本

がこの分野で競争力を確保するための具体的な対応策を提案する。 

1. 日米の格差の全体像：数字が物語る構造的乗離 

1.1 AI投資規模の圧倒的格差 

Stanford HAI の AI Index Report 2025 によれば、2024 年の米国民間 AI 投資額は 1,091 億ド

ルに達し、中国（93 億ドル）の約 12 倍、英国（45 億ドル）の約 24 倍である。日本の民間

AI 投資額は約 9.3 億ドルで、米国の約 1/117 にとどまる。この差は生成 AI 分野ではさらに

顕著で、米国の生成 AI 投資は中国と EU・英国の合計を 254 億ドル上回っている。リーガ

ルテック分野に限定すると、法務 AI 市場は 2024 年の 15 億ドルから 2025 年に 30 億ドル超

へと倍増しており、その大半が米国発のプラットフォームである。 

1.2 ツールエコシステムの成熟度格差 

米国では、知財ライセンス業務に直接対応する専用 AI ツールが多層的に発展している。

Harvey AI は特許ライセンス契約の起草において、独占性の種類、地域制限、ロイヤリティ

構造を事務所の先例に基づいて自動調整する機能を実現し、Luminance は契約書の読解・分
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析から修正案の送付までを人間の介入なしに実行する自律型契約交渉を実用化している。

Spellbook は 2,300 種超の契約類型に対するベンチマーク機能を持ち、ライセンス条項の市

場標準との乖離を可視化する。 

一方、日本の国産リーガルテックツールは、LegalOn Technologies や MNTSQ が契約レビ

ューに対応し始めているものの、「ライセンス業務特化」の観点では発展途上である。特

に、自律型契約交渉、SEP/FRAND 分析、ロイヤリティ算定支援といったライセンス業務の

コア機能に特化した国産ツールは存在しない。 

1.3 日米比較マトリクス 

比較項目 米国 日本 

民間 AI 投資額
（2024） 

1,091 億ドル 約 9.3 億ドル（約 1/117） 

ライセンス業務特化
AI ツール 

Harvey AI、Luminance、
Spellbook、IPlytics 等多数 

ライセンス特化ツールは未発達 

自律型契約交渉 Luminance が実用化済み 未実現 

法律事務所の AI 導
入率 

Am Law 100 の 50%以上 大手事務所でも試験的段階 

AI エージェント対
応 

複数プラットフォームが実装済み LegalOn が OpenAI と連携し開発中 

倫理ガイダンス ABA 意見 512、州 30 以上が発出 弁理士会ガイドライン（2025 年 4
月） 

規制アプローチ 州ごとの個別規制が進展 AI 推進法によるライトタッチ規制 

AI 人材 豊富なリーガルテック人材プール 2040 年に 326 万人不足予測 

 

2. 日本が遅れている構造的要因の分析 

2.1 スタートアップエコシステムの脆弱性 

米国のリーガルテック市場は、ベンチャーキャピタルの大規模流入に支えられている。

Harvey AI は 2026 年 4 月時点で評価額約 110 億ドルに達し、LegalOn Technologies は 2025
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年 7 月に Goldman Sachs リードで 5,000 万ドルのシリーズ E を調達したが、これは日本の

リーガルテックにおける最大級の資金調達でありながら、Harvey の 1/220 にすぎない。日

本のリーガルテック市場は投資規模、スタートアップ数、人材プールのいずれにおいても米

国とは桁違いの差がある。 

2.2 言語・法体系の壁 

米国発の AI ツールの多くは英語圈の法体系を前提に設計されている。Luminance は 80 言

語対応、Harvey AI は 60 カ国で展開と謳うが、日本の特許法・民法・不正競争防止法等に

基づくライセンス実務の細部にまで対応できるわけではない。日本語の契約書の文体や構

造、法的用語のニュアンスは、汎用 LLM では十分に捕捉できない領域が残る。 

2.3 リスク回避文化と導入障壁 

日本企業の知財部門では、AI 導入に対する慎重姿勢が根強い。その背景には、ハルシネー

ション率 17～34%という数字に対する懸念、機密情報漏洩リスク（Trinidad v. OpenAI 判

決の教訓）、そして「失敗を許容しない」組織文化がある。米国では「Move fast and break 

things」的なアプローチでパイロット導入が進むのに対し、日本では「完璧なツールが出る

まで待つ」傾向が強く、結果として導入が遅れる悪循環に陥りやすい。 

2.4 人材不足の深刻化 

日本は 2040 年までに AI・ロボティクス分野で 326 万人の人材不足が予測されている。知財

×AI の交差領域の人材は特に希少であり、特許法・ライセンス実務・データサイエンスの 3

つの専門性を兼備する人材は極めて限られる。米国ではロースクールや CS 学部との連携に

よりリーガルテック人材のパイプラインが確立されているが、日本ではそうした学際的人材

育成の仕組みが不十分である。 

3. 日本の現状の課題：5つの重要ギャップ 
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3.1 ライセンス業務特化型 AIツールの不在 

最も本質的な課題は、日本語対応で日本の法体系に準拠したライセンス業務特化型 AI ツー

ルが存在しないことである。LegalOn Technologies は約 70 種の契約類型に対応するが、特

許ライセンス契約の独占性判定、地域制限設計、ロイヤリティ条項の市場標準比較といった

機能は提供していない。日本企業のライセンス実務者は、米国製の汎用ツールを「日本法の

コンテキストなしに」使うか、従来の手作業を続けるかの二者択一を迫られている。 

3.2 SEP/FRAND分析のデータインフラ不足 

標準必須特許（SEP）のライセンス交渉は、日本の製造業にとって極めて重要な領域であ

る。SEP 訴訟は 2020 年から 2025 年にかけて 71%増加しており、AI によるデータ駆動型の

必須性評価が FRAND 交渉の標準的手法になりつつある。しかし、LexisNexis IPlytics の

Semantic Essentiality Score のようなツールは主に欧米の規格団体や訴訟データを基盤とし

ており、日本の規格団体や特許庁のデータとの統合は不十分である。 

3.3 クロスボーダーライセンス交渉での不利 

日本企業が欧米企業とライセンス交渉を行う場合、相手方は既に AI で武装している可能性

が高い。Luminance を利用する交渉相手は、契約書のリスク分析、市場ベンチマークとの比

較、修正案の自動生成を数分で完了する。一方、日本側は従来の手作業で対応している場

合、情報の非対称性が生じ、交渉上の不利につながるリスクがある。 

3.4 ガバナンスフレームワークの未整備 

日本の AI 推進法は「ライトタッチ規制」を採用し、EU AI 法のような厳格な罰則を設けて

いない。このアプローチはイノベーション促進には有効だが、知財ライセンス業務での AI

利用に関する具体的なガイドラインがなく、企業は「どこまで AI に任せて良いのか」とい

う判断基準を持てずにいる。弁理士会のガイドラインは善管注意義務を明示したが、ライセ

ンス業務固有のリスク管理フレームワークは提供されていない。 
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3.5 データ・インフラの分断 

日本の特許データ、裁判例データ、ライセンス契約の市場データは、米国の Westlaw や

LexisNexis のように統合されたプラットフォームでアクセスできる環境が整っていない。J-

PlatPat は特許情報のアクセスには有効だが、ライセンス契約のデータベースやロイヤリテ

ィのベンチマークデータは体系化されていない。これがライセンス業務特化型 AI の開発を

困難にしている根本的な原因の一つである。 

4. 対応策の提案：5つの戦略的アクション 

4.1 ライセンス業務特化型 AIプラットフォームの共同開発 

提案内容 

特許庁・経済産業省主導で、国内リーガルテック企業（LegalOn Technologies、MNTSQ、

AI Samurai 等）と大手知財部門保有企業が連携し、日本の法体系に準拠したライセンス業務

特化型 AI プラットフォームを共同開発する。具体的には、特許ライセンス契約の独占性判

定・ロイヤリティ構造設計・地域制限条項の自動調整機能、日本の判例・実務慣行に基づく

ベンチマーク機能、そして日本語契約書の自動生成・レビュー機能を実装する。 

実現ステップ 

第 1 段階として、NDA や秘密保持契約等の定型契約を対象にプロトタイプを開発し、第 2

段階で特許ライセンス契約、第 3 段階でクロスライセンスや技術移転契約へと拡張する。

LegalOn Technologies の OpenAI との戦略的提携をてこ入れとしたエージェント開発の動

向を注視しつつ、並行して国内独自のソリューションも育成することが重要である。 

4.2 ライセンスデータ基盤の構築 

提案内容 

特許ライセンス契約のロイヤリティレンジ、契約条件のベンチマーク、SEP 必須性評価デー

タを体系的に蓄積・公開するデータ基盤を構築する。知的財産推進計画 2025 が掲げる「ラ



知財ライセンス業務における生成 AI 活用の日米比較 

9 

イセンス市場の形成」政策と連動させ、J-PlatPat の拡張または新規プラットフォームとし

て、匂名化されたライセンス取引データの集約を進める。 

期待効果 

AI モデルの訓練データとしての活用に加え、ライセンス交渉における「市場相場」の透明

化が進み、FRAND 交渉における日本企業の交渉力強化につながる。米国では IPlytics や

PatSnap が提供するデータが交渉の基盤となっており、日本も同様のデータインフラを持つ

必要がある。 

4.3 知財×AI融合人材の育成・確保 

提案内容 

知財管理技能検定の AI 活用区分の新設、大学の法学部・工学部における「AI 知財実務」科

目の設置、そして IPIAGA や生成 AI 活用推進協議会のような業界団体を通じた実践的なト

レーニングプログラムを展開する。Microsoft が日本で計画している 2030 年までに 100 万

人のエンジニア・開発者育成の枠組みも活用し、知財専門家の AI リテラシー向上を図る。 

目標 

2028 年までに、知財×AI の交差領域で実務能力を持つ人材を 5,000 人規模で育成する。こ

れにより、ツール導入の前提となる「使いこなせる人材」を確保する。 

4.4 ライセンス業務における AI利用ガイドラインの策定 

提案内容 

日本弁理士会のガイドラインや AI 事業者ガイドラインを基盤としつつ、ライセンス業務固

有のリスクに対応した実務ガイドラインを策定する。具体的には、AI が生成したロイヤリ

ティ算定結果の検証プロセス、機密情報の入力制限ルール、AI 利用の開示義務の範囲、そ

してハルシネーション検出のためのダブルチェック体制を規定する。 

参考モデル 
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米国 ABA Formal Opinion 512（2024 年 7 月）が明示した 6 つの義務（能力義務、守秘義

務、説明義務、裁判所への誠実義務、監督義務、報酬の合理性）を日本のライセンス実務の

文脈に翻訳し、具体的なチェックリストとして提供する。 

4.5 官民連携による実証実験（サンドボックス）の推進 

提案内容 

特許庁の AI 技術活用アクションプランの枠組みを拡張し、ライセンス業務への AI 適用を実

証するサンドボックスを設置する。具体的には、5 社程度の大手製造業との連携により、実

際のライセンス契約レビュー、SEP 必須性評価、ロイヤリティ算定の各プロセスで AI ツー

ルの有効性とリスクを検証する。 

期待効果 

実証データに基づく「効果の見える化」が、慎重姿勢の企業に対する導入促進の最も有効な

手段となる。特に「契約レビュー時間の削減率」「リスク検出精度」「ハルシネーション発

生率」等の具体的な KPI を測定し、結果を広く共有することで、業界全体の導入機運を高

める。 

5. ロードマップ：2026年～2030年の段階的実装計画 

時期 アクション 担当 成果指標 

2026 年後半 ライセンス AI ガイドライン
策定・データ基盤設計着手 

特許庁・弁理士会・
IPIAGA 

ガイドライン公表 

2027 年 定型契約 AI プロトタイプ開
発・サンドボックス実証開始 

リーガルテック企業・
大手製造業 

パイロット 5 社完了 

2028 年 特許ライセンス特化 AI の商
用化・人材育成 5,000 人達成 

官民連携コンソーシア
ム 

商用ツールリリース 

2029 年 SEP/FRAND 分析 AI・クロ
スボーダー交渉支援機能追加 

国際連携元 国際 SEP 交渉での活
用実績 

2030 年 自律型ライセンス交渉エージ
ェントの実用化 

企業知財部門 交渉時間の 50%削減 
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6. 結論：「待ちの姿勢」から「戦略的キャッチアップ」へ 

日米の格差は、単なる技術的遅れではなく、投資規模、エコシステムの成熟度、人材プー

ル、データインフラ、組織文化といった構造的要因が複合的に作用した結果である。しか

し、この格差は決して埋めがたいものではない。 

日本には以下の強みがある。知的財産推進計画 2025 が掲げる「ライセンス市場の形成」と

いう先見的な政策、イノベーションボックス税制による知財活用のインセンティブ、そして

NTT・ソニー・トヨタ等の大手企業による先進的な知財戦略の実践である。 

求められるのは、「完璧なツールを待つ」姿勢から、「不完全でもまず使ってみる」姿勢へ

の転換である。先行レポートが示した 3 層構造の役割分担――完全自動化の定型業務、人間

が監督するハイブリッド業務、人間が主導する高度判断業務――を意識しつつ、まず第 1 層

の定型業務から AI 導入を開始し、段階的に拡張していくことが、日本の知財ライセンス業

務の競争力を維持する鍵となる。 
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